
第５２号議案 

   足立区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２５年２月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区長等の退職手当に関する条例（昭和３４年足立区条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条の表区長の部中「１００分の５００」を「１００分の４５０」

に改め、同表副区長の部中「１００分の３５０」を「１００分の３１５」

に改め、同表教育長の部中「１００分の３００」を「１００分の２７０」

に改め、同表常勤の監査委員の部中「１００分の２００」を「１００分

の１８０」に改める。 

   付 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区長等の退職手当に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同

日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 

                      

 （提案理由） 

 区長等の退職手当の支給率を改定する必要があるので、この条例案を

提出いたします。 

                                  


